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福嶋尚子 

〔Historical Materials & Commentary〕Drafts of High School Establishment Standard 

Shoko FUKUSHIMA 

The purposes of this paper are to introduce Drafts of High School Establishment Standard and to 
comment about them. High School Establishment Standard was enacted in January 1948. The Ministry 
of Education established a Secondary School Standards Committee to let them write drafts of the 
standard in March 1947 just before the enactment of School Education Law. This paper introduces 
seven drafts. As well as the committee, the Ministry of Education and the CIE seemed to be involved in 
making them. We can understand by examing these drafts how and to what degree they had tried to 
maintain the quality of new high schools. 
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1．解題 

1-1．高等学校設置基準とは 
1948 年 1 月 27 日に制定された高等学校設置基準

（省令第1号）は、初等中等教育段階では、小学校や

中学校に先駆けて誕生し、戦後 70 年近く、新制高等

学校の水準を保障してきた法令である。高等学校は、

選ばれた少数の裕福な家庭の青年が通うことのできる

旧制の高等学校像から、戦後、希望すれば誰でも入る

ことのできる新制のそれへと転換した。その意味では、

新制高等学校は、複線型学校体系が単線型学校体系に

転換したことを示す象徴的な学校段階だったともいえ

る。しかし、多くの青年を受け入れる為には学校数を

大幅に増やす他なく、そうして増やした多数の学校が、

果たして全ての地域の青年の教育を受ける権利を保障

できるかどうかが懸念された。こうして、新制高等学

校の一定の質をいかに担保するのかが政策課題とされ

たのである。この政策課題を解決する方策の1つとし

て制定されたのが高等学校設置基準である。

このように制定された高等学校設置基準は、現代と

しても非常に高水準の教員配置基準を示したり（「第三



92
 

大学大学院教育学研究 教育 学論  年 

76 

 ）、あるいは学 ごとに なる を

する（  ）など、 に である。

その一方で、 時の や 等の を まえて時

に された が、その時 が て

も らく に する ととなった 1、

1961 年に される が 等学

に された教員の を まえない2など、その

に の も げ けられている。 い の教

育 を しながらも、その の を

する は 分だったとい とである。

な のよ な になってしまったのだろ 。

は、GHQ 文 と 等学 の

を用いて 等学 の に いて ら

にしているが、 に いては、どのよ な 成に

なっている に いて大ま に れている 度であ 、

一 一 の 文の や の に いてまでは

ら にしていない3。 れに いて ら にするた に

は、 等学 の に いて 文の 、

成の 等を しく する 要がある。

者は、 教育 研究 の している 教

育 ・大 （ 、大 文 ）に

まれている 等学 の を 手した。

大 は、 等学 の 時、文 学

教育 で 等学 に関 る を していた

等教育 である。 れらは に手 きで 文 が

れ、時にはそ にさらに などが き まれ

ている。多くが手 き文 である とや、 の

が ではない とで、 に読 にくい であっ

たた 、 て き しを った。 の は、

等学 の を ら にするた には

く とのできない であると え、 、一 を

いて 文掲載する とにした。

学  
等学 の に いて 介する に、

1999 によ 、一 を参照しながら、

の な を しておく ととしたい。

学 教育 が1947年3 31 に され、

学 の上に 等学 が されるとい 、い

る 6・3・3 の学 が ま （同 1 ）、その

学 に する学 の が された

（同 3 ）。 の学 教育 が される 、

等学 の学 を するた 、文 は、

等学 員会（a Secondary 
School Standards Committee）を した（ 、

員会）4。 員会は 、 等学

、 学 、青年学 、 専 学 、 大学

における などの 職 17 で 成されてお 、

文 等教育 の大照 が の 任を一手に

っていた5。また、CIE 等教育 の

（Monta L. Osborne）が とな 、 員

会の会 に参 した 、文 の大照との会 をもっ

た しながら、 の に関 っていた。1947
年3 25 に 1 会 を れたのち、 2
も 1、2 の会 の が されてお 6、

に 1 度 されてきた。 
4、5 は に在 のおよそ20 の 員の

で 等学 を してきたが、1 の 員会

が には数が 大 、また す る 7 とが

ら になってきたた 、6 4 、 員会に

たに分 会を き、分 会 員を たに する

ととなった8。分 会は、 、 業 、工業 など

学 ごとに 6 けられ、 員会は 33 名の

員を たに え、55名の大 な 員会となった9。

員会は7 30 、 員会 員 ・

名で文 学 教育 （ ） に

等学 （別 一）と 年度

等学 （別 ）を 出している10。 
その 、 の の たる い手は、

員会 ら、大照ら文 等教育 員とCIE・
との に され、 の 等学 の

と して、 での の ・ が

れていたよ である。 した は同年 まで続

き、12 26 付のCIE 等教育 の ではよ

やく、 等学 が 等学 が

等学 になるた に たさなければならない の

要 を挙げ ているものとして、CIE教育 の

な を たと されている11。 
して、年が けた1948年1 27 、文

1 として 等学 が されたので

ある。

3  
者が手に れる とができた 等学 の
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な を たと されている11。

して、年が けた1948年1 27 、文

1 として 等学 が されたので

ある。

3

者が手に れる とができた 等学 の

 

等学 の  

は、大 文 に されているもので、 で 7
である。

の一 い は、1947 年 4 23 付の

等学 成、 、

の方 である。大 文 には、4 23 付の の

成、 、 の方 のあと、 の

（文 ）を んで、 等学 別記

1 に関する （ ）（ 22.5） 12

と 等学 別記4 教 を

教室等の照 がある。 の2 の文 は同 1
の の上に連なっているので、 く一 のものといえ

る。 れらの 2 の 別記 は、 、 、

の方 と に がなく、 れと に

なるものと えられるので、 は なるが、 れ

ら3 文 で 一 と ととする。 
続いて、6 4 付の 等学

成、 、 の方 がある。 の6
4 付の文 には、 に 別記一 

に関する （ ） ・ 、（別記 の参 ）、

別記  教 を 教室等の照 に いて

れた文 がはさまれている13。 の 3 の 別記

も 等学 成、 、

の方 とは は れるが、一 とは

が多少 な 、 成、 、 の方

と になるものと えられるので、 れらの 別記

を て とする。

ののち、7 9 付のものとして（ 等学

員会） 等学 （ 22.7.9 ）

と、7 16 付の 23年度 等学

（ 22.7.16） がある。 の を ると、 者が

、 者が となってお 、 者は

になっているので、 の2 の文 をもって

とする。

員会が に 学 教育 に

として 出した7 30 付の が、 で

ある。 上が、 等学 員会によ

された と られる。

その 、文 において されたものとして、

付 のものが2 （ 等学 （ ）と

等学 ）、10 21 付のものが1
在する。その記 を すると、 等学

（ ） は 10 21 付 のものと られるので

れを 、 等学 の方は

された 等学 によ 文 が ているので

、よって、10 21 付のものは

とする。 上の の名 、 、出 は、 の

1にまと た。 

1 学  

【

次
案
】

等学

成、 、

の方

等学

別記 1 
に関

する （ ）（

22.5） 
等学

別記 4 
教 を 教室等

の照

4
23

5  

5  

SS180-5-3-106 

SS180-5-3-106 

SS180-5-3-106 

【

次
案
】

等学

成、 、

の方

別記一 

に関する

（ ） ・

（別記 の参 ）

別記  教 を

教室等の照

6
4  

5  

5  
5  

SS180-5-3-106 

SS180-5-3-106 

SS180-5-3-106 
SS180-5-3-106 

【

次
案
】

（ 等学

員会） 等学

（

22.7.9 ） 
23 年度 等学

（

22.7.16） 

7
9  

7
16

SS180-5-3-110 

SS180-5-3-110 
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【
四
次
案
】

別 1 等学

（ 22・
7・30 ） 
別 2 23年

度 等学

（ 22・7・
30 ） 

7
30

7
30

SS180-5-3-107 

SS180-5-3-107 

【
五
次
案
】

等学

（ ）

付 SS180-5-3-107 

【
六
次
案
】

等学 要

（ ）

10

21

SS180-5-3-107 

【
七
次
案
】

等学 付 SS180-5-3-119 

【
制
定
版
】

等学  1
27

1948 年文

1  

名 出 は、 本 に 大

上の 記を用いた。ただし、

の 別記 など、 上に 記がないものは、

の名 を用いた。

の にも、大 文 には、 等学 の

と られる文 がいく 在する。 えば、

等学 成（ の分） 14、 等

学 の （ ）（ 22.6.18）、 等学

の 成（ 22.5） （ 22.6.2）、

等学 の 別記1・
に関する （ ） 別記4・ 教 を 教

室等の照 15である。し し、 れらは、 付が

に しておら 、 の を すものではな

く、また の とも がそれほど らないた 、

には掲載しない。

さらに、 時 や 業・ 、 業、 等

学 ごとの 16や、 員会の に す

る文 の と られるもの17が多く 在する

が、 れらは の を すものではなく、 な

専 で な に とになるた 、

れらに いても は掲載を る ととする。

 
等学 の7 の と に された

のを条文数の から すると、以 の のよ に

なる。

3 3 3 2 2 2
7 7 11 12 10 12 10 9
12 12 13 13 13 11 11 11
4 4 4

3
10 8 6 7

1 1 (3) (4) (2) (2)
2 2 (4) (1) (1) (1)

23 23 44 38 39 3719 34 33

(2) (2)

2 学

4 5 4

4 4 (2) (2)

3 3 3

【一次案】 【二次案】 【三次案】 【四次案】 【五次案】 【六次案】 【七次案】 【制定案】
趣旨
総則
学科 3 3 3 2 2 2
編制 7 7 11 12 10 12 10 9
設備 12 12 13 13 13 11 11 11

経費及び維持 4 4 4
その他 3
附則 10 8 6 7
趣旨
総則
編制 1 1 (3) (4) (2) (2)
設備 2 2 (4) (1) (1) (1)

23 23 44 38 39 37 34 33

(2) (2) (2)

条文数合計

表2：高等学校設置基準各原案と制定版の条文数一覧

 ※各原案及び制定版の条文数を示している。但し、（）は、「附則」の中の内訳であり、数字は「附
則」に重複している。よって、条文数の合計には含まれていない。

3 4 5 4

暫
定
基
準

4 4 (2)

恒
久
基
準

3 3
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等学 の  

これによれば、設置基準委員会は、まず「編制」「設備」

「経費及び維持」から検討を始めたが、【三次案】の作成

までに、基準を「恒久基準」と「暫定基準」に分ける方針を

決め、これに伴い、「趣旨（総則）」「学科」に関する条文を

準備し始めたことがわかる。「暫定基準」としておかれた

のは「趣旨（総則）」「編制」「設備」の部分のみである（「学

科」には、「恒久基準」「暫定基準」はない）。【四次案】で

は、設置基準の範疇には入らないと判断されたのか、

「経費及び維持」に関する条文が削られた。設置基準委

員会が主体となって立案を行ったのはこの【四次案】まで

である。立案の担い手が文部省とCIEに移ったことをきっ

かけに、「暫定基準」は「附則」としておかれることとなった

ため、【五次案】以降はこれが一定数おかれている。

れらの の 文の しく する とによっ

て、 員会・文 関 者がい に、あるい

はどの 度の 等学 の を しよ として

いたの を ら にする とができるであろ 。 の

とは、別 の としたい。 

 

 は、 で した 一 を き

したものである（ の 等学 に い

ては、 の で する）。専 学 の 名一

を き、 本 にす てを掲載している。 し、

では 業に関する学 の ち 業 に える き

に関する 分の 、専 学 に える き を

する として掲載した。 の特 の 分を す

は、 等と 記した。その 、 者 らの 記

は を っている。 
文 が い、あるいは れているなどして読

ら ったものに いては、 で した。 
に いては、できるだけ 文のまま 記するよ

がけ、 ら な などもそのまま 記した。

し し、文 が するなどしている は、 文の

になるよ に を れ えて しくする工 を

してある。 し、 には 一 と が 2
で記載されてお 、 なる記 が多少 られるた

、どちらの も掲載する ととした。 
の ら、本 には、 文本 の を掲

載し、そ への の き に いては掲載しない

ととする。 の には、 文本 に多数の ・

の指 などが き まれている。 
の 出し 一 1947 年 4 23 の 、

者が付けた 出しである。 えば、一 は文

の 出しがなく、 ら まっているとい

とである。 
本 の ては、 教育 研究 教育 室

のものである。 

 3  

             、 、  
一 学 は同 学 の同 学年の生 をもって す

る。

 一学 の生 数は学 による特別の のない

は とする。 し特別の には の

を える とができる。 の においては

に け出なければならない。

 教育上 要のある には、同 学年 は同 学

の生 を分ち、あるいは学年 は学 の る生

を して同時に 業を とができる。

 教員の数は 学 の は一学 に教

上をおき、 学 上一学 を す に

上の で れを する。 し一学 に一

は専任としなければならない。 の 一学 を

すごとに教 上を しなければならな

い。

 特別の のある時は、 の教 は、その 分

の一 の で助教 を て てる とがで

きる。

 教 助教 はす て 任する教 に た

を するものでなければならない。 の 、

数の 職員 に に 要

な 数の教員をお なければならない。

 身 その 身 に ある生 であって特別

の 業を 要あると るものの に特に学

を 成する とができる。 の は 者

はその を して に け出なけ

ればならない。

 
 等学 には学 の 生 数に した専

用の 、 、 育 、 その 要な
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を えなければならない。

 は、 上 であ 、教育 そして

な になければならない。

 は、学 上、 上、 で、 なもので

なければならない。

一一 に関する は別記一による。 
一  には少くとも に掲げる を そ

れらの は に されなければならない。 
室、会 室、教員室、 室

数と同数 上の 教室

教室

学、生 のそれぞれの 室、 室

教室、 教室、工 教室 それぞれの

室

室、 室

室、講 、 育

教員研究室

の 、 業に関する をおく 等 にあっ

ては、別記に す をお なければならない。

一  とは 用、 育用、 用の 、

、 、 本、 をい 。

一  はす て 上 上 で

なものを へなければならない。

一  等 に える き は別記 の によ

る。

一  等 には の に 手 、 、

、その 上 要な を える

ものとし、その は 生上 ではなければ

ならない。

一  等 には の に を し る

度の 、 、 等の を

へなければならない。

一  をおく にあっては、別記 の

によ 、 上、 上 な照 を え

なければならない。

一  等 には、なる く の を えるよ

にする。

耕

教職員

の方  

一 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の

教員研究

 等学 の 、 、 は、その 者の

に るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に 上の 本 を しなければなら

ない。

 者が である には、 会 年度の

に、年 を しなければなら

ない。

別記一 に関する （ ） 

・  
   （学 による特別の がある には、その

を 用しない。）

一、  
は、生 一 平方 を と

する。

の は、生 一 平方 を

とする。

の は、 をもって まれるのを

とし、 本 と は

との は一 上とする。

、

する の は、一 上とし、

教室 採 よ する の

は、 する の の 上とする。

生 一 は、一 平方 上と

する。

教室の（ 員は ・ 、 さは一 と

し、 さは学 生 数に 一 に る

とができる。） （） は 学 用に

されたもの。

（別記 の ） 
等 教育を とする 等学 で 業 の を

おく  
・ 業の の 室、 室、 工室、

室、 室
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を えなければならない。

 は、 上 であ 、教育 そして

な になければならない。

 は、学 上、 上、 で、 なもので

なければならない。

一一 に関する は別記一による。

一  には少くとも に掲げる を そ

れらの は に されなければならない。

室、会 室、教員室、 室

数と同数 上の 教室

教室

学、生 のそれぞれの 室、 室

教室、 教室、工 教室 それぞれの

室

室、 室

室、講 、 育

教員研究室

の 、 業に関する をおく 等 にあっ

ては、別記に す をお なければならない。

一  とは 用、 育用、 用の 、

、 、 本、 をい 。

一  はす て 上 上 で

なものを へなければならない。

一  等 に える き は別記 の によ

る。

一  等 には の に 手 、 、

、その 上 要な を える

ものとし、その は 生上 ではなければ

ならない。

一  等 には の に を し る

度の 、 、 等の を

へなければならない。

一  をおく にあっては、別記 の

によ 、 上、 上 な照 を え

なければならない。

一  等 には、なる く の を えるよ

にする。

耕

教職員

の方

一 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の

教員研究

 等学 の 、 、 は、その 者の

に るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に 上の 本 を しなければなら

ない。

 者が である には、 会 年度の

に、年 を しなければなら

ない。

別記一 に関する （ ）

・

   （学 による特別の がある には、その

を 用しない。）

一、

は、生 一 平方 を と

する。

の は、生 一 平方 を

とする。

の は、 をもって まれるのを

とし、 本 と は

との は一 上とする。

、

する の は、一 上とし、

教室 採 よ する の

は、 する の の 上とする。

生 一 は、一 平方 上と

する。

教室の（ 員は ・ 、 さは一 と

し、 さは学 生 数に 一 に る

とができる。） （） は 学 用に

されたもの。

（別記 の ）

等 教育を とする 等学 で 業 の を

おく

・ 業の の 室、 室、 工室、

室、 室

 

等学 の  

・工業の の 工 室、 室、

室、 学 室、 室、 室

・ 業の の 室

・ の の 室、 室、 室、

室

別記  教 を 教室等の照  
一、平 照度を 記 上とする と。

 （室名 ）      （照度 ）

室、 室、 室等の 上

一

教室、 教室、 学教室、 教室、

教室、 室等の 上

 

、講 、 室等  

、 、 、出 等  一

、教室においては、 を 用 、 を

に る と。

、 上 の 度

 
 

一 学 は同 学 の同 学年の生 をもって す

る。

 一学 の生 数は、学 による特別の のない

は、 とする。 し、特別の に

は、 の を える とができる。 の に

おいては に け出なければならない。

 教育上 要のある には、同 学年 は同 学

の生 を分ち、あるいは学年 は学 の る生

を して同時に 業を とができる。

 教員の数は 学年 の は一学 に教

上をおき、 学 上一学 を す に

上の で れを する。 し、一学 に

一 は専任としなければならない。 の 、一

学 を す に教 上を しなければな

らない。 の 、 数の 職員

に 生に 要な 数の教

員をお なければならない。

 （ 教師に いては分 会において する。）

 特別の のあるときは、 の教 は、その

分の一 の で助教 を て てる とが

できる。

 教 助教 は 任する教 に た を

するものでなければならない。 し特別の

ある において の を けたときは、

の でない。（ ・ は助教 の

に関する とが すればも 一度 する要あ

）

 学 教育 の による特 学 を

した は、 者はその を し

て に け出なければならない。

 
 等学 には学 の 生 数に した専

用の 、 、 育 、 その 要な

を えなければならない。

 は、 上 であ 教育 として な

になければならない。

 は、学 上、 上、 で、 なもので

なければならない。

一一 に関する は別記一による。 
一  には少くとも に掲げる を 、

それらの は に されなければならな

い。

室、会 室、教員室、 室

学 数と同数 上の 教室

教室

学、生 のそれぞれの 室、 室

教室、 教室、工 教室 それぞれの

室

室、 室

室、講 、 育

教員研究室

の 、 業に関する学 をおく 等学 にあ

っては、別記に す をお なければならない。 
一  とは学 用、 育用、 用の 、

、 、 本、 をい 。

一  は て学 上 上 で な

ものを へなければならない。

一  等学 に える き は別記 の によ

る。



98
 

大学大学院教育学研究 教育 学論  年 

一  等学 には学 の に 手 、 、

その 、 上 要な を へる

ものとし、その は 生上 でなければな

らない。

一  等学 には学 の に を し る

度の 、 、 等の を

へなければならない。

一  をおく学 にあっては、別記 の

によ 、学 上 上 な照 を へな

ければならない。

一  等学 には、なる く の を へるよ

にする。

耕

教職員

の方  
一 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の

教員研究

 等学 の 、 、 は、その 者の

に るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に 上の 本 を しなければなら

ない。

 者が である 、 会 年度の

に、年 を しなければならない。 

別記一 に関する （ ） 
・  

   （学 による特別の がある には、その

を 用しない。）

一、  
は、生 一 平方 を と

する。

の は、生 一 平方を

とする。

、

生 一 は、一 平方 上と

する。

教室の（ 員は ・ 、 さは一 と

し、 さは学 生 数に 一 に る

とができる。） （） は 学 用に

されたもの。

（別記 の ） 
等 教育を とする 等学 で 業 の を

おく  
・ 業の の 室、 工室、 室、

室

・工業の の 工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

・ 業の の 室

・ の の 室、 室、 室、

室

別記  教 を 教室等の照  
一、平 照度を 記 上とする と。

 （室名 ）      （照度 ）

室、 室、 室等の 上

一

教室、 教室、 学教室、 教室、

教室、 室等の 上

 

、講 、 室等  

、 、 、出 等  一

、教室においては、 を 用 、 を

に る と。

、 上 の 度

3  
3  

等学 （ 等学 員会

・ ・ ） 
一、  

一 等学 は 教育に続く教育 として、 等

教育 専 教育を すを とし、

会の な 成者を 成する 要な を
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一  等学 には学 の に 手 、 、

その 、 上 要な を へる

ものとし、その は 生上 でなければな

らない。

一  等学 には学 の に を し る

度の 、 、 等の を

へなければならない。

一  をおく学 にあっては、別記 の

によ 、学 上 上 な照 を へな

ければならない。

一  等学 には、なる く の を へるよ

にする。

耕

教職員

の方

一 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の

教員研究

 等学 の 、 、 は、その 者の

に るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に 上の 本 を しなければなら

ない。

 者が である 、 会 年度の

に、年 を しなければならない。

別記一 に関する （ ）

・

   （学 による特別の がある には、その

を 用しない。）

一、

は、生 一 平方 を と

する。

の は、生 一 平方を

とする。

、

生 一 は、一 平方 上と

する。

教室の（ 員は ・ 、 さは一 と

し、 さは学 生 数に 一 に る

とができる。） （） は 学 用に

されたもの。

（別記 の ）

等 教育を とする 等学 で 業 の を

おく

・ 業の の 室、 工室、 室、

室

・工業の の 工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

・ 業の の 室

・ の の 室、 室、 室、

室

別記 教 を 教室等の照

一、平 照度を 記 上とする と。

（室名 ） （照度 ）

室、 室、 室等の 上

一

教室、 教室、 学教室、 教室、

教室、 室等の 上

 

、講 、 室等  

、 、 、出 等  一

、教室においては、 を 用 、 を

に る と。

、 上 の 度

3

3

等学 （ 等学 員会

・ ・ ）

一、

一 等学 は 教育に続く教育 として、 等

教育 専 教育を すを とし、

会の な 成者を 成する 要な を

 

等学 の  

ものである ら、その教育 が なく 成

されるよ に に す に き され、

される とが 要である。 
 に す は、 等学 の に んが 、

を に たものである ら、

は れに き、その 方の にそ よ

に な 用をしなければならない。 
 には一 の の 、 、 業に関す

る学 、工業に関する学 、 業に関する学

に関する学 に いて を したのであ

るが れら の学 は の学 をおく

に いては に す を参 し、

において に する とが 要であ

る。 
、学  

一 等学 には、 の学 の一 は 上を

く とができる。 
、 業に関する学 、 に関する学 、

工業に関する学 、 業に関する学 、 に関

する学 、 生 、 、 、 、

育 、 教 、その 専 教育を す学 とし

て な があると られる学  
 工業に関する学 は 、 、 、

、工業 学 、 、 、 、

、採 、 、 工業 、 工

、 工 、 業 等とする。 
業に関する学 は、 業 、 、 業 、

、 、 業 、 業 、

とする。 
に関する学 は、 業 、 、

等とする。 
業に関する学 は、 業 、 、 等

とする。 
に関する学 は、 、 等とする。 

 等学 は の学 を分 した学 を ける

とができる。 
、  

一 等学 の生 数は千 を えてはならない。

し の においては とする。

特別の があるときは の生 数を える

とができる。

 学 は同 学 の同 学年の生 をもって す

る。

 一学 の生 数は、 とする。 し、特

別の には の を える とができる。

の においては に け出なければならな

い。

 教育上 要のある には、同 学年 は同 学

の生 を分ち、あるいは学年 は学 の る生

を して同時に 業を とができる。

 教 の数は 学 の は一学 に教

上をおき、 学 上一学 を す に、

業に関する学 にあっては . 上、その の

学 にあっては 上の で れを する。

し、一学 に一 は専任としなければならない。

の 一学 を す に教 上を し

なければならない。

 特別の あるときは、 の教 は、その 分

の一 の で助教 を て てる とがで

きる。

 工業に関する学 をおく 等学 にあっては

を 教 は助教 に いては の 、

一学 学 一学 に 上を き 学

上一学 を す に一 上の で す

るものとする（ の は の 助手を ん

で 支へない）

し学 に生 工 を する は、 れ 上

数の 員を しなければならない。

助手の数は、 業に関する学 をおく学 に

あっては、 学 の は、一学 に

上を き、一学 上 学 までを す に一

を する。

の 、一学 を す に 上を しな

ければならない。

業に関する学 をおく 等学 にあっては、

助手の数は 学 の は 名 上とし

に一学 上 学 までを える に一名 上を

するものとする。

に関する学 をおく 等学 にあっては、

助手の は教 に いて一 とす

る。

 等学 の の職員の数は、 学 の

は、 名 上とし に一学 上 学 までを

える に一名 上を するものとする。
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 教 助教 はす て 任する教 に た

を するものでなければならない。 し特別

の ある において の を けたと

きは、 の でない。

（（ ）助教 の に関する とが す

ればも 一度 する要あ ）

 等学 に の の に の をおく

は、 の教職員の 数は、 れを 学

の 方 によって なければならない。

の においては、 に専任の

数の専任の 職員をお なければならない。 
一 学 教育 の による特 学 を

成した は、 者はその を

して に け出なければならない。

、  
一 等学 には学 の 生 数に した専

用の 、 、 、 その 要な

を えなければならない。

 は、 上 であ 、教育 として

な になければならない。 の をおく

等学 の は、 学に なと ろになければ

ならない。

 は、学 上、 上 上、 で、

なものでなければならない。

 に関する は別記一による。

 には少くとも に掲げる を それ

らの は に されなければならない。

し 時 用 な 用の をもってその一

に える とが出 る。

1  
（一） 室、会 室、教員室、 室

（ ）学 数と同数 上の 教室

（ ） 会 教室 その 室

（ ） 、 学、生 、 学のそれぞれの 室

本室 室

（ ） 教室、 教室、 教室、 教室、

工 教室 それぞれの 室

（ ） 業 教室（別記による）

（ ） 室、講 、 育

（ ）教員研究室

（ ） 室、 室

専 教育を す に いては別記 による。

専 学 に える き ・

 とは学 用、 育用、 用の 、

、 、 本、 をい 。

 はす て学 上 上 で に

されなければならない。

 等学 に へる き 等に いては

別に る による。

 等学 には学 には学 の に い 上の

要に る 分な を えるものとし、

その は 生上 である とが されたも

のでなければならない。

 等学 には学 の に を し るに

る 、 、 等の を え

なければならない。

一 の をおく 等学 にあっては、

、 等の に 要な を えなけれ

ばならない。

 において 業を 学 にあっては、教室

の照度は 上を するものとし

て に別記 に す照 に するよ

なければならない。や を ない であっ

ても教室の照度は を ってはなら

ない。 一 の には に

教室で一 の に い を

ける とによって の照度を る。 
一  等学 には、なる く の を える。

 生 会

 

 

 学

 教職員

、 の方  
一 等学 の 、 、 は、 者の に

るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に の 本 を しなければならない。

 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の
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 教 助教 はす て 任する教 に た

を するものでなければならない。 し特別

の ある において の を けたと

きは、 の でない。

（（ ）助教 の に関する とが す

ればも 一度 する要あ ）

 等学 に の の に の をおく

は、 の教職員の 数は、 れを 学

の 方 によって なければならない。

の においては、 に専任の

数の専任の 職員をお なければならない。

一 学 教育 の による特 学 を

成した は、 者はその を

して に け出なければならない。

、

一 等学 には学 の 生 数に した専

用の 、 、 、 その 要な

を えなければならない。

 は、 上 であ 、教育 として

な になければならない。 の をおく

等学 の は、 学に なと ろになければ

ならない。

 は、学 上、 上 上、 で、

なものでなければならない。

 に関する は別記一による。

 には少くとも に掲げる を それ

らの は に されなければならない。

し 時 用 な 用の をもってその一

に える とが出 る。

1
（一） 室、会 室、教員室、 室

（ ）学 数と同数 上の 教室

（ ） 会 教室 その 室

（ ） 、 学、生 、 学のそれぞれの 室

本室 室

（ ） 教室、 教室、 教室、 教室、

工 教室 それぞれの 室

（ ） 業 教室（別記による）

（ ） 室、講 、 育

（ ）教員研究室

（ ） 室、 室

専 教育を す に いては別記 による。

専 学 に える き ・

 とは学 用、 育用、 用の 、

、 、 本、 をい 。

 はす て学 上 上 で に

されなければならない。

 等学 に へる き 等に いては

別に る による。

 等学 には学 には学 の に い 上の

要に る 分な を えるものとし、

その は 生上 である とが されたも

のでなければならない。

 等学 には学 の に を し るに

る 、 、 等の を え

なければならない。

一 の をおく 等学 にあっては、

、 等の に 要な を えなけれ

ばならない。

 において 業を 学 にあっては、教室

の照度は 上を するものとし

て に別記 に す照 に するよ

なければならない。や を ない であっ

ても教室の照度は を ってはなら

ない。 一 の には に

教室で一 の に い を

ける とによって の照度を る。

一  等学 には、なる く の を える。

 生 会

 

 

 学

 教職員

、 の方

一 等学 の 、 、 は、 者の に

るものでなければならない。

 者が である には、学 の と

に の 本 を しなければならない。

 等学 の 者は、 の に いて、学

の と に た を 上しなければなら

ない。

、 の

 

等学 の  

教員研究

 生

 等学 に の の をおく に

は、 の に いては れを に 上

しなければならない。

、その  
一 等学 の の 業年 は 年とする。 
 の 業時 は 時を えてはならな

い。 
 の よ の への は 学に

いてはその学年 の時 に した 数 学

に て 学年に する とができる。 
別記一 

は 、 業に関する学 は に

関する学 をおく 等学 にあっては生 数一

平方 を とし工業に関する学 をお

く 等学 にあっては生 一 平方 を

とする。 
 の は生 数一 平方 を

とする。 
 の は、生 一 一 平方 上と

する。 し工業に関する学 をおく 等学 にあ

っては は れ に 要とする。 
 の をおく 等学 においては 、

の は の によらない

とができる。 
別記  

業の の 室、 室、 工室、

室、 室

工業の の 工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

業の の 室

の の 室、 室、 室、

室

別記  教 を 教室等の照  
一、平 照度を 記 上とする と。（室名 ） 

室、 室、 室等の 上

 一

教室、 教室、 学教室、 教室、

教室、 室等の 上

 

、講 、 室等  

 、 、 、出 等  一

、教室においては、 を 用 、 を

に る と。

、 上 の 度

（ ） 
工業に関する学 の 教員の  
等学 業者 しくは れと同等 上の学 を す

るもので教職 教 を し の した者に

を ける。 
（ は え 工業学 会で と

が ましい） 
し の者に しては を し る。 

（一） 等学 の工業に関する学 を 業し 年 上

に し成 な者 
（ ） 在工業学 の 教員の をもっている

者 
（ ）工業専 学 しくは れと同等 上の学 を

業し、 年 上 に し成 な者 
（ ） 工 の 一 に した者 
（ ） 業 任 者 上 は

者 上を し、 年 上

に し成 な者、 の 時  
在工業学 教員の に関する

の 度を 分の 続する。 

3

年度 等学 （ ・ ・一

） 
一  

一 は 方の に んが

年度において として の 度による学

等学 を する の の を し

たものである。

 に されていない学 に いては 等

学 （ と する）に られた

と ろによる。 
 に する もさらに に
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するよ 、 学 者におい

て な年 を 成し な で の

を はなければならない。 
 特に 等の を ない にある学 であっ

て、 において 等学 として

するの が であると た には 年

に の に する とを として す

る とができる。 し、 の においては 年

度の に の 度を に

しなければならない。 
  

一 の教員数に いては の 度に

よる 学 ・ 等 学 ・ 業学

による数と 、 による数との 分を

の 度による数に へた数を らない教 を

おくものとする。 
  工業に関する学 をおく学 にあっては の

を する教員を一学 に き一 上の

でお なければならない。 
  

一 の に いては に

き学 の 、 の 等に て に

するものとする。 
  業に関する学 を く 等学 の の

は生 一 （ ） 上とする。

し の 、学 の によ れを す

る とができる。 
 に いては少くとも に掲げる を な

ければならない。 
   室、 室、教員室、 室 
   学 数と同数 上の 教室 
   教室 教室 
   室、講 育室 
   室 室 
  の 、学 に て の を へなければ

ならない。 
 専 学 に 業の をおく は、 
   業の をおく 室、 室、

 
   工業の をおく 工 室、

室 
   業の をおく 室 

の をおく 室、 室、

室 
専 学 に える き ・  

 
3  

 

3  
等学 に いての （ 等学

員会）       ・ ・  
一  

一 等 は、 教育に続く教育 として、

等 教育 専 教育を するを とし、

会の な 成者を 成する 要な

を ものである ら、その教育 が なく

成されるよ に に す に いて さ

れ される とが 要である。 
 に す は、 等 の に んが 、

を に たものである ら、

は れに き、その 方の にそ よ

に な 用をしなければならない。 
 には一 の の 、 、 業に関す

る 、 に関する 、工業に関する 、

業に関する 、 に関する に い

て を したのであるが、 れら の

は 上の をおく に いては、 に

す を参 し、 において

に する とが 要である。 
  

一 等学 には の の一 は 上を く と

ができる。 
  業、 、工業、 業、 、 生、

、 、 、 、 育、 教に関する

、その 、専 教育を す として な

があると られる  
 業に関する は、 業 、 業 、 業 、

、 、 業 、 業 、

、 子 業 等とする。 
  に関する は、 業 、 、

等とする。 
  工業に関する は、 、 、 、

、工業 、 、 、

、 、採 、 、 工業 、
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するよ 、 学 者におい

て な年 を 成し な で の

を はなければならない。

 特に 等の を ない にある学 であっ

て、 において 等学 として

するの が であると た には 年

に の に する とを として す

る とができる。 し、 の においては 年

度の に の 度を に

しなければならない。

一 の教員数に いては の 度に

よる 学 ・ 等 学 ・ 業学

による数と 、 による数との 分を

の 度による数に へた数を らない教 を

おくものとする。

工業に関する学 をおく学 にあっては の

を する教員を一学 に き一 上の

でお なければならない。

一 の に いては に

き学 の 、 の 等に て に

するものとする。

業に関する学 を く 等学 の の

は生 一 （ ） 上とする。

し の 、学 の によ れを す

る とができる。

 に いては少くとも に掲げる を な

ければならない。

   室、 室、教員室、 室

   学 数と同数 上の 教室

   教室 教室

   室、講 育室

室 室

の 、学 に て の を へなければ

ならない。

専 学 に 業の をおく は、

   業の をおく 室、 室、

   工業の をおく 工 室、

室

   業の をおく 室

の をおく 室、 室、

室

専 学 に える き ・

3

3

等学 に いての （ 等学

員会） ・ ・

一

一 等 は、 教育に続く教育 として、

等 教育 専 教育を するを とし、

会の な 成者を 成する 要な

を ものである ら、その教育 が なく

成されるよ に に す に いて さ

れ される とが 要である。

 に す は、 等 の に んが 、

を に たものである ら、

は れに き、その 方の にそ よ

に な 用をしなければならない。

 には一 の の 、 、 業に関す

る 、 に関する 、工業に関する 、

業に関する 、 に関する に い

て を したのであるが、 れら の

は 上の をおく に いては、 に

す を参 し、 において

に する とが 要である。

一 等学 には の の一 は 上を く と

ができる。

業、 、工業、 業、 、 生、

、 、 、 、 育、 教に関する

、その 、専 教育を す として な

があると られる

 業に関する は、 業 、 業 、 業 、

、 、 業 、 業 、

、 子 業 等とする。

に関する は、 業 、 、

等とする。

工業に関する は、 、 、 、

、工業 、 、 、

、 、採 、 、 工業 、

 

等学 の  

工 、 工 、 業 等とする。 
業に関する は、 業 、 等とする。 
に関する は、 、 等とする。 

 等 には、 の の 、専 教育を

す に いては、 れを分 した を ける

とができる。 
  

一 等 の生 数は、 の をのぞき千

を えてはならない。 の生 数は

を えてはならない。

特別の がある時は、 の生 数を える

とができる。

 学 は同 学 の同 年の生 をもって す

る。

 一学 の生 数は とする。 し特別の

には の を える とができる。 の

においては に け出なければならない。

 教育上 要のある には、同 学年 は同 学

の生 を分ち、あるいは学年 は学 の る生

を して同時に 業を とができる。

 教員の数は工業に関する学 をのぞき 学

の は一学 に 上をおき、 学 上

一学 を す に 業 は に関する学 にあ

っては ・ 上、その の学 にあっては

上の で れを する。工業に関する学

にあっては、 学 の は一学 に

上をおき、それよ 一学 す に 上

の で れを する。 の に の 助

手を んでも 支えない。

の教 の 、一学 に一 は専任としなけれ

ばならない。

の 一学 を す に教 上を

しなければならない。

 特別の あるときは、 の教 は、その 分

の一 の で助教 を て てる とができ

る。

 助手の数は 業に関する学 をおく 等学

にあっては、 学 の は一学 に

上をおき、一学 上 学 までを す に一

上を する。

の 、一学 を す に 上を しな

ければならない。

業 に関する学 をおく 等 にあっては、

助手の数は、 学 の は 上と

し、 に一学 上 学 までを える に一

上を するものとする。

は に関する学 をおく 等学 にあ

っては 助手の数は を する教

に いて一 とする。

 等 の 職員の数は、 学 の は

上とし に一学 上 学 までを える

に一 上を するものとする。

 等学 には を する教員一 上をおき、

その 少くとも一 は専任としなければならない。 
 教 助教 はす て 任する教 に た

を するものでなければならない。

し特別の のある において の

を けたときは、 の でない。

一 等学 に の と の を する

は、 の教職員の 数は、 れを

学 の 方 によって なければならな

い。 の においては、 に専任の

数の専任の 職員をお なければ

ならない。

 学 教育 の による特 学 を

成した は、 者はその を

して に け出なければならない。

  
一 等学 には学 生 数に した専用

の 、 、 、 その 要な を

えなければならない。

 は、 上 であ 、教育 として

な になければならない。 の をおく

等学 の は、特に 学に なと ろになけ

ればならない。

 は、学 上、 上 上 で、

でなければならない。

 に関する は別記一による。

 には少くとも に掲げる を 、 そ

れらの は に されなければならない。

し、 時 用 な 用の をもってその

一 に える とが出 る。 の の 、学

で しない教 に関する は れをお

ない とができる。
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 （一） 室、会 室、教員室、 室 
 （ ）学 数と同数 上の 教室 
 （ ） 会 教室 その 室 
 （ ） 、 学、生 、 学のそれぞれの 室、

本室 室 
 （ ） 教室、 教室、 教室、 教室、

工 教室 それぞれの 室 
 （ ） 室、講 、 育  
 （ ）教員研究室 
 （ ） 室、 室 
 に 業の をおく は専 教育に関す

る学 に専 の 業の をおく にあって

は、その に て の をお なければなら

ない。 
  業の の   室、 室、 工室、

室、 室 
  工業の の   工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室 
  業の の   記室、工業 教室、

業 査室、

室 
  の の   室、 室、 室、

室、 室 
  専 学 に える き ・  
 の に える き 、 に いては一

学 の生 が同時に は をする とがで

きるよ 生 数に 、学 指導要 に て

の をお なければならない。 
 とは学 用、 育用、 用の 、

、 、 本 をい 。 
 は て学 上 上 で に し

されなければならない。 
 等学 には学 の に い 上の 要に

る 分な を えるものとし、その

は 生上 である とが されたものでなけ

ればならない。 
 等学 には学 の に を し るに

る 、 、 等の を え

なければならない。 
一 の をおく 等学 にあっては生 の

に 要な を えなければならない。 

 において 業を 学 にあっては、教室

の照度は を ってはならない。 
一  等学 には、なる く の を える。 
 生 会  
  
  
  
 学  
 教職員  
  別記一  
一 は、 、 業に関する学 は

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とし、 業、 は工業

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とする。 し 業に関する

学 の を まない。 
 の は、生 一 平方 を

とする。 
 の は、生 一 た 一 平方 上

とする。 し 業、 は工業に関する学 の

用 を まない。 
 業に関する学 の に いては生 一

の を の とする。 
  業     平方  

    平方  
    平方  

れに る  
         平方  

し山 の を まない。 
業            平方  

    （ 本 を ） 
平方  

業      平方  
業     平方  

業      一 平方  
        平方  
     平方  

子 業      
       一 平方  

     平方  
     平方  

れに る  
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（一） 室、会 室、教員室、 室

（ ）学 数と同数 上の 教室

（ ） 会 教室 その 室

（ ） 、 学、生 、 学のそれぞれの 室、

本室 室

（ ） 教室、 教室、 教室、 教室、

工 教室 それぞれの 室

（ ） 室、講 、 育

（ ）教員研究室

（ ） 室、 室

に 業の をおく は専 教育に関す

る学 に専 の 業の をおく にあって

は、その に て の をお なければなら

ない。

業の の  室、 室、 工室、

室、 室

工業の の  工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

業の の  記室、工業 教室、

業 査室、

室

の の  室、 室、 室、

室、 室

専 学 に える き ・

 の に える き 、 に いては一

学 の生 が同時に は をする とがで

きるよ 生 数に 、学 指導要 に て

の をお なければならない。

 とは学 用、 育用、 用の 、

、 、 本 をい 。

 は て学 上 上 で に し

されなければならない。

 等学 には学 の に い 上の 要に

る 分な を えるものとし、その

は 生上 である とが されたものでなけ

ればならない。

 等学 には学 の に を し るに

る 、 、 等の を え

なければならない。

一 の をおく 等学 にあっては生 の

に 要な を えなければならない。

 において 業を 学 にあっては、教室

の照度は を ってはならない。

一  等学 には、なる く の を える。

生 会

学

教職員

別記一

一 は、 、 業に関する学 は

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とし、 業、 は工業

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とする。 し 業に関する

学 の を まない。

 の は、生 一 平方 を

とする。

 の は、生 一 た 一 平方 上

とする。 し 業、 は工業に関する学 の

用 を まない。

 業に関する学 の に いては生 一

の を の とする。

業  平方

平方

平方

れに る

平方

し山 の を まない。

業    平方

    （ 本 を ）

平方

業 平方

業 平方

業 一 平方

平方

平方

子 業

     一 平方

    平方

    平方

れに る

 

等学 の  

平方

し山 の を まない。

 の をおく 等学 においては

の は の によらない とができ

る。

3  
年度 等学 （ 等学

員会  ・ ・ ） 
一  

一 は 方の に んが 、

年度において として の による

等学 ・青年学 が 等学 となる の

の を したものである。その の に

おいては 等学 （ 、 と

する）によらなければならない。

 に されていない に いては

に られたと ろによる。 
 に する もさらに に

するよ 、 学 者におい

て な年 を 成し な で の

を ばならない。 
 特に 等の を ない にある学 で、

が 等学 として するを と

た には、 年 に の に す

る とを として する とが出 る。 し、

の においては 年度の に の

度を に しなければならない。 
  

一 教員の数に いては の 学 ・ 等 学

・ 業学 による数にその一 を へ

た数とする。工業に関する学 をおく学 にあっ

ては の 数の を する教員をお

なければならない。 
  

一 の に いては に

き学 の 、 の 等に て に

するものとする。 
 には少くとも に掲げる をお なければ

ならない。 
し、 の の 、 の を要する をお

ない学 にあっては、その をお ない と

が出 る。 
   室、 室、教員数、 室 
   学 数と同数 上の 教室 
   教室 教室 
   教室、講 、 育  

室 室 
の 、学 に て の を へなければ

ならない。 
専 学 に 業の をおく は、 

   業の をおく 室、 室、

室 
   工業の をおく 工 室、

室 
   の をおく 室、 室、

室 
   専 学 に える き ・  

5    
等 （ ） 
一   
一  等 は、 教育に続く教育 として、

等 教育 専 教育を す とを とし、

会の な 成者を 成する 要な

を ものである ら、その教育 が な

く 成されるよ に に す に いて

され される とが 要である。 
 の は、 等 の に んが 、

を に たものである ら、

は、 れに き、その 方の にそ よ

に な 用をしなければならない。 
 には一 の の 、 、 業に

関する 、 に関する 、工業に関する

、 業に関する 、 に関する に

いて を したのであるが、 れら の

は 上の をおく に いては、

の を参 し、 において に

する とが 要である。 
  
 等学 には の の一 は 上を

く とができる。 
業、 、工業、 業、 、 生、

、 、 、 、 育、 教に関する
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、その 、専 教育を す として な

があると られる 。 
 業に関する は、 業 、 業 、 業

、 、 、 業 、 業 、

、 子 業 等とする。 
に関する は、 業 、 、

等とする。 
工業に関する は、 、 、 、

、工業 、 、 、

、 、採 、 、 工業 、

工 、 工 、 業 等とする。 
業に関する は、 業 等とする。 
に関する は、 、 等とする。 

 の の 、専 教育に関する に

いては、 れを分 した を ける とがで

きる。 
  
 は同 の同 年の生 をもって

する。

 一 の生 数は とする。 し特

別の には の を える とができる。

の においては に け出なければならな

い。

 教育上 要のある には、同 年 は同

の生 を分ち、あるいは 年 は の

る生 を して同時に 業を とができる。

 教 の数は工業に関する をのぞき

の は一 に 上をおき、

上一 を す に 業 は に関する

にあっては ・ 上、その の にあって

は 上の で れを する。工業に関す

る にあっては、 の は一

に 上をおき、それよ 一 す に

上の で れを しなければならない。

の教 の 、一学 に一 は専任でなければ

ならない。

の 一 を す に教 上を

しなければならない。

一  特別の ある時は、 の教 は、その

分の一 の で助教 を って てる

とができる。

 助手の数は、 業 は に関する

にあっては、 の は一 に

上を き、一 上 までを す に

一 上を する。

工業に関する にあっては、 の

は、一学 に 上をおき、一 上

までを す に一 上を する。

の 、一 を す に 上を し

なければならない。

その にあっては、 、 助手の数は、

の は 上とし、 に一

上 までを える に一 上を するも

のとする。

 等 の 職員の数は、 の

は 上とし に一学 上 学 までを

える に一 上を するものとする。

 教 助教 はす て 任する教 に

た を するものでなければならない。

し特別の ある において の を

けたときは、 の でない。

 等 には を する職員一 上

をおき、その 少くとも一 は専任としなければ

ならない。

 等 に の と の を

する は、 の教職員の 数は、 れ

を の 方 によって なければな

らない。 の においては、 に専任

の 数の専任の 職員をお なけ

ればならない。 は、 の を け、

に関する を する。

  
 等 には の 生 数に

した専用の 、 、 、 その 要

な を えなければならない。

 は、 生上 あ 、教育 と

して な にななければならない。 の

をおく 等 の は、特に 学に なと

ろになければならない。

 は、 上、 生上 上

で なものでなければならない。

 に関する は別記一に

よる。

一  には少くとも に掲げる を 、



及び の 案
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、その 、専 教育を す として な

があると られる 。 
 業に関する は、 業 、 業 、 業

、 、 、 業 、 業 、

、 子 業 等とする。 
  に関する は、 業 、 、

等とする。 
  工業に関する は、 、 、 、

、工業 、 、 、

、 、採 、 、 工業 、

工 、 工 、 業 等とする。 
  業に関する は、 業 等とする。 
  に関する は、 、 等とする。 

 の の 、専 教育に関する に

いては、 れを分 した を ける とがで

きる。 
  
 は同 の同 年の生 をもって

する。 
 一 の生 数は とする。 し特

別の には の を える とができる。

の においては に け出なければならな

い。 
 教育上 要のある には、同 年 は同

の生 を分ち、あるいは 年 は の

る生 を して同時に 業を とができる。 
 教 の数は工業に関する をのぞき

の は一 に 上をおき、

上一 を す に 業 は に関する

にあっては ・ 上、その の にあって

は 上の で れを する。工業に関す

る にあっては、 の は一

に 上をおき、それよ 一 す に

上の で れを しなければならない。 
の教 の 、一学 に一 は専任でなければ

ならない。 
の 一 を す に教 上を

しなければならない。 
一  特別の ある時は、 の教 は、その

分の一 の で助教 を って てる

とができる。 
 助手の数は、 業 は に関する

にあっては、 の は一 に

上を き、一 上 までを す に

一 上を する。 
  工業に関する にあっては、 の

は、一学 に 上をおき、一 上

までを す に一 上を する。 
  の 、一 を す に 上を し

なければならない。 
  その にあっては、 、 助手の数は、

の は 上とし、 に一

上 までを える に一 上を するも

のとする。 
 等 の 職員の数は、 の

は 上とし に一学 上 学 までを

える に一 上を するものとする。 
 教 助教 はす て 任する教 に

た を するものでなければならない。

し特別の ある において の を

けたときは、 の でない。 
 等 には を する職員一 上

をおき、その 少くとも一 は専任としなければ

ならない。 
 等 に の と の を

する は、 の教職員の 数は、 れ

を の 方 によって なければな

らない。 の においては、 に専任

の 数の専任の 職員をお なけ

ればならない。 は、 の を け、

に関する を する。 
  
 等 には の 生 数に

した専用の 、 、 、 その 要

な を えなければならない。 
 は、 生上 あ 、教育 と

して な にななければならない。 の

をおく 等 の は、特に 学に なと

ろになければならない。 
 は、 上、 生上 上

で なものでなければならない。 
 に関する は別記一に

よる。 
一  には少くとも に掲げる を 、

 

等学 の  

 

 

それらの は に されなければならな

い。 し、 時 用 な 用の をもってそ

の一 に える とが出 る。 
一 室、会 室、教員室、 室 

  学 数と同数 上の 教室 
  会 教室 その 本室、 室 
  、 学、生 、 学のそれぞれの

室、 本室 室 
  教室、 教室、 教室、 教

室、工 教室 それぞれの 室 
  室、講 、 育  
  教員研究室 
  室、 室 

 専 教育に関する に いては、別記 の に

よる。 
 の に える き 、 に

いては一 の生 が同時に は をする

とのできるよ 生 数に 、 指導要 に

て の をお なければならない。 
 とは 用、 育用、 生

用の 、 、 、 本 をい 。 
 はす て 上、 生上、

で に し されなければならない。 
 等 には の に い 生

上の 要に る 分な を えるもの

とし、その は 生上 である との さ

れたものでなければならない。 
 等 には の に を

し るに る 、 、 等の

を えなければならない。 
 の をおく 等 にあっては生

数に 要な を えなければなら

ない。 
 において 業を にあっては、

教室の照度は を ってはならない。 
 等 には、なる く の を え

る。 
 生 会  
  
  
  
 学  

 教職員                    

 
 の は、 の ら、 れを 用す

る。 
一  年度においては、 、

よ まで、 、 一 、

の に ら 、 よ

までの を 用する。 
 一学 の生 数は、工業に関する学 を

のぞき れを とする。 
 教員の数は、学 教育

の に ら 、 の 度による 学

・ 等 学 ・ 業学 の に

よる。 
 一 ら までの は、

れを 用しない とができる。 
  時 の の教員の数は の に ら

、一学 に き 上とする とができる。 
 は しも専用である と

を要しない。 
 の は 時 の の をおく

等学 の は、 しも専用である とを要

しない。 
 の による学 （専 学 学者

によ の 学 を

く）の を用いて 等学 を する は、

の のあるものに いて、 れを する

とができる。 
   一 室、 、会 室、 教員室、

室 
    学 数と同数 上の 教室（ 時 の

に いては、 の でない。） 
    室 
    室 
    室 室 
  ただし、 用をさまたげない。 
  時 等学 の分  
  専 教育に関する は、別記 の による。 

 の における 等学 の

は、 れをお ない とができる。 
 などの を ない にあるた 、

の には しないが、
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において 等学 として するのを と

た学 に しては、 年 に の に

するにいたる とを として する とが

できる。 の には 年度の に の

度を に しなければならない。 
別記一 等の に関する  
一 は、 、 業に関する学 は

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とし、 業、 は工業

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

一 平方 を とする。 し 業に関す

る学 の を まない。

 の は、生 一 平方 を

とする。

 の は、 業、 は工業に関する学

にあっては、生 一 た 平方 を

とし、その の学 にあっては生 一 一

平方 上を とする。

 業に関する学 の に いては生 一

の を の とする。 し の に

て は 用をするものとする。

業       平方

（ し山 の を まない）

業  平方

           平方

（ 本 を ）

業 平方

業 平方

業 一 平方

平方

平方

子 業 一 平方

 の をおく 等学 においては

の は の によらない とができ

る。

別記  専 教育に関する の  
一 に 業の をおく は専 教育に関

する学 にその専 の 業の をおく

にあっては、 に て の をお なけれ

ばならない。 
業の の   室、 室、 工室、

室、 室

工業の の   工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

業の の   記室、工業 教室、

業 査室、

室

の の   室、 室、 室、

室、 室

の の   、 庫、

室、 室、 、

本室

 専 学 に える き ・  

別記    
一 に 業の をおく 、専 教育に関す

る学 にその専 の 業の をおく に

あっては、 に て の をお なければ

ならない。

   業の をおく 室、 室、

 
   工業の をおく 工 室、

室 
   の をおく 室、 室、

室 
専 学 に える き ・  

   

等学 要 （ ）（ 、一 、 一） 
一   
一  等学 は、 の の ると

ろによる。 
 の の 用に て、 は、

の に き、その 方の に 要な

をなす とができる。 
 は、 の に する 、

業に関する学 、 に関する学 、工業に関

する学 、 業に関する学 は に関する学

を く 等学 の 等学 は 上の学

を く 等学 に いて、 の に き、

要な を る とができる。 
 の によ 、 が 要な

をしよ とするときは文 大 の を な

ければならない。 



及び の 案
 

大学大学院教育学研究 教育 学論  年 

において 等学 として するのを と

た学 に しては、 年 に の に

するにいたる とを として する とが

できる。 の には 年度の に の

度を に しなければならない。

別記一 等の に関する

一 は、 、 業に関する学 は

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

平方 を とし、 業、 は工業

に関する学 をおく 等学 にあっては生 一

一 平方 を とする。 し 業に関す

る学 の を まない。

 の は、生 一 平方 を

とする。

 の は、 業、 は工業に関する学

にあっては、生 一 た 平方 を

とし、その の学 にあっては生 一 一

平方 上を とする。

 業に関する学 の に いては生 一

の を の とする。 し の に

て は 用をするものとする。

業 平方

（ し山 の を まない）

業  平方

    平方

（ 本 を ）

業 平方

業 平方

業 一 平方

平方

平方

子 業 一 平方

 の をおく 等学 においては

の は の によらない とができ

る。

別記 専 教育に関する の

一 に 業の をおく は専 教育に関

する学 にその専 の 業の をおく

にあっては、 に て の をお なけれ

ばならない。

業の の  室、 室、 工室、

室、 室

工業の の  工 室、 室、

室、 学 室、

室、 室

業の の  記室、工業 教室、

業 査室、

室

の の  室、 室、 室、

室、 室

の の  、 庫、

室、 室、 、

本室

専 学 に える き ・  

別記

一 に 業の をおく 、専 教育に関す

る学 にその専 の 業の をおく に

あっては、 に て の をお なければ

ならない。

   業の をおく 室、 室、

   工業の をおく 工 室、

室

   の をおく 室、 室、

室

専 学 に える き ・  

 

等学 要 （ ）（ 、一 、 一）

一

一  等学 は、 の の ると

ろによる。

 の の 用に て、 は、

の に き、その 方の に 要な

をなす とができる。

 は、 の に する 、

業に関する学 、 に関する学 、工業に関

する学 、 業に関する学 は に関する学

を く 等学 の 等学 は 上の学

を く 等学 に いて、 の に き、

要な を る とができる。

 の によ 、 が 要な

をしよ とするときは文 大 の を な

ければならない。

 

等学 の  

 学  
 等学 の学 は、 育に関する学

専 育に関する学 とする。 
 育に関する学 は、 とする。 

専 育に関する学 は、 の とする。 
業に関する学  業 、 業 、 業 、

、 、 業

、 業 、 、

子 業  
に関する学  業 、 、

 
工業に関する学  、 、 、

、工業 学 、

、 、 、

、採 、や 、

工業 、 工 、

工 、 業  
業に関する学  業  
に関する学  、  

生に関する学  
に関する学  
に関する学  

に関する学  
に関する学  

育に関する学  
教に関する学  

その 、専 育を す学 として な

があると られる学  
特別に 要のある には、 の学 を分 して

学 を ける とができる。 
  
 学 は、同 学 の同 学年の生 で、 れ

を する。

 一学 の生 は、 とする。 し、

特別の あるときは、 の を える とがで

きる。

の においては、 者において、その

を し、 に け出なければならな

い。

 育上 要あるときは、同 学年 くは同

学 の生 を分ち、 は、学年 くは学 の な

る生 を て同時に 業を とができる。

 の の 数は、 、 業に関す

る学 は に関する学 を く 等学 にお

いては 学 の は一学 ごとに 上

とし、 学 上一学 を えるごとに 上

の で れを しなければならない。

業 は に関する学 を く 等学 におい

ては 学 の は一学 ごとに 上と

し、 学 上一学 えるごとに 上の

で れを しなければならなら。

工業に関する学 を く 等学 においては、

学 の は一学 ごとに 上とし、

学 上一学 えるごとに 上の で

れを しなければならない。

の の 、一学 を えるごとに

上を しなければならない。

の ち、一学 ごとに一 は、 の職を

また の職 ら ない者でなければならない。 
一  特別の あるときは、 は、その 分

の一 の で助 をもって れに え

る とができる。

 の の 職員の は、 学

の 等学 にあ ては 上とし、 学 上

一学 ら 学 までを えるごとに一 上を

しなければならない。

 等学 には、 、 、 職員、助

の 、 助手 生 の を る職員を

なければならない。

 の の 助手の は、 、

業に関する学 は に関する学 を く 等

学 においては、 学 の は 上と

し、 学 上一学 ら 学 までを えるご

とに一 上の で れを しなければなら

ない。

業 は に関する学 を く 等学 におい

ては、 学 の は、一学 ごとに

上とし、 学 上一学 ら 学 までを え

るごとに一 上を するしなければならない。 
工業に関する学 を く 等学 においては、

学 の 、一学 ごとに 上を き、

学 上一学 ら 学 までを えるごとに

一 上を しなければならない。

の 助手 の 一学 を すごとに



 

大学大学院教育学研究 教育 学論  年 

上を しなければならない。

 において 業を （ の

と する） 時 の の教 、 職員

助手の は、 一 の すと ろによる。 
 、

の は、 の 時 の に、

れを 用する。

 等学 には、生 の を る職員一

上を き、その ち一 は の職を

の職 ら ない者でなければならない。

 等学 に の と の は

時 の を する は、 の は

時 の に を なければならない。

は の を け、 の は 時

の に関する を 、 職員を する。 
  
 は、 ろ で、学 上、 生上

上 なものでなければならない。

 、 、 その の に関する

は、 による。

 の の を く 等学 の

の は、 の によらなくてもよい。

一  には、 に掲げる を え、

それらの は に されなければならない。

し、 を ない ある において 育上

支 のないときは、一 の をも て 上

に 用する とができる。

一 室、 室、 員室、 室

 学 と同 上の 室 ただし、 時

の においては、 の ではない。

 室 その 本室、 室

 、 学、生 、 学のそれぞれの 室、

本室 室

 室、 室、 室、 室、工

室 それぞれの 室

 室、講 、 育

 員研究室

 室、 室

 専 教育に 要な の は、 による。 
 等学 には、学 用、 育用

生用の 、 、 、 本、 、その

の を えなければならない。

の は、学 上、 生上、 な

ものであ 、 に し、 されなければ

ならない。

 の には、一学 の生 が同時

に学 するに 要な の その の を

えなければならない。

 等学 には、学 の に い、

生上 要な を え、その は、 生

上 である とが されたものでなければな

らない。

 等学 には、学 の に 、

に 要な を えなければならない。

 において 業を 等学 には、

生 に 、 要な を えなければな

らない。

 において 業を 等学 の

室 室の 上 の照度は、

を てはならない。

 等学 には、なる く の を

なければならない。

生

学

職員

 
 の は、 の ら、 れを

する。 
 、 、 一

に する に いては、 年

一 まで、 一 ら までの

による。 
一 、 、 、

に する に いては、

年 一 まで、 れによらなくてもよい。 
一  一学 の生 は、 とする。

し、工業に関する学 においては、 れを

とする。 
 の の 員 は、 学 の

等学 にあ ては、一学 に 上とし、

学 上一学 を えるごとに一 上の
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上を しなければならない。 
 において 業を （ の

と する） 時 の の教 、 職員

助手の は、 一 の すと ろによる。 
 、

の は、 の 時 の に、

れを 用する。 
 等学 には、生 の を る職員一

上を き、その ち一 は の職を

の職 ら ない者でなければならない。 
 等学 に の と の は

時 の を する は、 の は

時 の に を なければならない。 
は の を け、 の は 時

の に関する を 、 職員を する。 
  
 は、 ろ で、学 上、 生上

上 なものでなければならない。 
 、 、 その の に関する

は、 による。 
 の の を く 等学 の

の は、 の によらなくてもよい。 
一  には、 に掲げる を え、

それらの は に されなければならない。

し、 を ない ある において 育上

支 のないときは、一 の をも て 上

に 用する とができる。 
 一 室、 室、 員室、 室 
  学 と同 上の 室 ただし、 時

の においては、 の ではない。 
  室 その 本室、 室 
  、 学、生 、 学のそれぞれの 室、

本室 室 
  室、 室、 室、 室、工

室 それぞれの 室 
  室、講 、 育  
  員研究室 
  室、 室 
  専 教育に 要な の は、 による。 

 等学 には、学 用、 育用

生用の 、 、 、 本、 、その

の を えなければならない。 

の は、学 上、 生上、 な

ものであ 、 に し、 されなければ

ならない。 
 の には、一学 の生 が同時

に学 するに 要な の その の を

えなければならない。 
 等学 には、学 の に い、

生上 要な を え、その は、 生

上 である とが されたものでなければな

らない。 
 等学 には、学 の に 、

に 要な を えなければならない。 
 において 業を 等学 には、

生 に 、 要な を えなければな

らない。 
 において 業を 等学 の

室 室の 上 の照度は、

を てはならない。 
 等学 には、なる く の を

なければならない。 
 生  
  
  
  
 学  
 職員                     

 
 の は、 の ら、 れを

する。 
 、 、 一

に する に いては、 年

一 まで、 一 ら までの

による。 
  一 、 、 、

に する に いては、

年 一 まで、 れによらなくてもよい。 
一  一学 の生 は、 とする。

し、工業に関する学 においては、 れを

とする。 
 の の 員 は、 学 の

等学 にあ ては、一学 に 上とし、

学 上一学 を えるごとに一 上の

 

等学 の  

 

 

で れを しなければらない。 し、一学 ご

とに一 は の職を の職 ら ない

者でなければならない。 
  の 職員 の 、 業、 、工業、 業

は に関する学 を く 等学 においては、

一学 を くものに付ては 上、 学 上

一学 を えるごとに一 （工業に関する学 に

おいては ） 上を しなければならない。 
  一 の に ら 、特別の

あるときは、 は、文 大 の

を て、 一 に する 員 を

する とができる。 
 の 員 の 、 に 要

な の 員を なければならない。 
 の 時 の の 員 は、

に き、 一 による。 
 の による学 の を用いて

等学 を する は、 の のあるものに

いて、 れを する とができる。 し、

を ない ある において 育上支 のな

いときは、一 の をも て 上に 用す

る とができる。 
 一 室、 室、 員室、 室 
  学 と同数 上の 室 し、 時 の

に いては、 の ではない。 
  室 
  室 
  室 室 
  専 育に 要な の は による。 

 その の を ない によ

の に しない学 に して、

において、 等学 として するのを と

た には、 は、 の に

ら 、 年 に に する を

える とを として、 れを する とがで

きる。 
によ された 等学 の 者は、 学

年度の に、 の 度を に

しなければならない。 

 
一  

の は 時 の の教 、 職員 助手の数は、そのそれぞれに いて の方 によ 、

れを る。 

 
 

 
一 、 の生 一 た （ 平方 ） 

学 別    
を く 等学  平方  

  （ を まない） 
    
 
 
 

 
 
 
  平方  

   一 平方  
 
   平方  
 
 
   一 平方  

業に関する学 を く 等学  
に関する学 を く 等学  

工業に関する学 を く 等学  
業に関する学 を く 等学  
に関する学 を く 等学  

 業に関する学 の 生 一 た

 
  業 （山 の を まない） 平方  

業        平方  
（ 本 を ） 

平方  

一 平方  

平方  
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業       平方  
業     平方  

業      一 平方  
     平方  
     平方  

子 業      一 平方  
 

一 に 業の を く は専 教育に関

する学 にその専 の 業の を く  
 1 業の  室、 室、 工室、 室、

室 
 2 工業の  工 室、 室、

室、 学 室、 室、 室 
 3 業の  記室、工業 教室、 業

査室、 室 
 4 の  室、 室、 室、 室、

室 
 5 の  、 庫、 室、

室、 、 本室 
 専 学 に える き ・   

  
一 に 業の をおく 、 は専 教育に

関する学 にその専 の 業の を く

 
   業の  室、 室、  
   工業の  工 室、 室 
   の  室、 室、 室 
   の  、 本室、 室（

室で える とができる） 
 専 学 に える き ・   
 

   
等  
一   
一  等 は、 の の ると

ろによる。 
 は、 、 業に する 、

に する 、工業に する 、 業に

する もしくは に する を く 等

の 等 は 上の を く 等

の に いて、 の が 用され

はその 用が と られる に い

ては、 の に す に き、 要な を

なす とができる。 
 専 別 の に いては、

その に 、 の に す によらなけ

ればならない。 し、 の の が 用され

はその 用が と られる に い

ては、 は、 の に す に

き、 要な をなす とができる。 
 の によ 、 が 要な

をしよ とするときは、文 大 の を

なければならない。 
 特別の 教育を し、 業年 が 年を

える 等 の に いては、別に

れを る。 
  
 等 の は、 育を とする

専 育を とする とする。 
 育を とする は、 とする。 

専 育を とする は、 の とする。 
業に する  業 、 業 、 業 、

、 、 業

、 業 、 、

子 業  
に する  業 、 、

 
工業に する  、 、 、

、工業 、

、 、 、

、採 、や 、

工業 、 工 、

工 、 業  
業に する  業  
に する  、  

生に する  
に する  
に する  

に する  
に する  

その 、専 教育を す として な

があると られる  
特別に 要のある には、 の を分 して

を ける とができる。 
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業 平方

業 平方

業 一 平方

平方

平方

子 業 一 平方

一 に 業の を く は専 教育に関

する学 にその専 の 業の を く

1 業の  室、 室、 工室、 室、

室

2 工業の  工 室、 室、

室、 学 室、 室、 室

3 業の  記室、工業 教室、 業

査室、 室

4 の  室、 室、 室、 室、

室

5 の  、 庫、 室、

室、 、 本室

専 学 に える き ・  

一 に 業の をおく 、 は専 教育に

関する学 にその専 の 業の を く

   業の 室、 室、

   工業の 工 室、 室

   の 室、 室、 室

   の 、 本室、 室（

室で える とができる）

専 学 に える き ・  

 

等

一

一  等 は、 の の ると

ろによる。

 は、 、 業に する 、

に する 、工業に する 、 業に

する もしくは に する を く 等

の 等 は 上の を く 等

の に いて、 の が 用され

はその 用が と られる に い

ては、 の に す に き、 要な を

なす とができる。

 専 別 の に いては、

その に 、 の に す によらなけ

ればならない。 し、 の の が 用され

はその 用が と られる に い

ては、 は、 の に す に

き、 要な をなす とができる。

 の によ 、 が 要な

をしよ とするときは、文 大 の を

なければならない。

 特別の 教育を し、 業年 が 年を

える 等 の に いては、別に

れを る。

 等 の は、 育を とする

専 育を とする とする。

 育を とする は、 とする。

専 育を とする は、 の とする。

業に する 業 、 業 、 業 、

、 、 業

、 業 、 、

子 業

に する 業 、 、

工業に する 、 、 、

、工業 、

、 、 、

、採 、や 、

工業 、 工 、

工 、 業

業に する 業

に する 、

生に する

に する

に する

に する

に する

その 、専 教育を す として な

があると られる

特別に 要のある には、 の を分 して

を ける とができる。

 

等学 の  

  
 は、同 の同 年の生 で、 れ

を する。

 一 の生 は、 とする。 し、

特別の あるときは、 の を える とがで

きる。

の し の においては、 者において、

その を し、 に け出なければ

ならない。

 育上 要あるときは、同 年もしくは同

の生 を分ち、 は、 年 くは の

なる生 を て同時に 業を とができる。 
一  の は、 一 によ て られ

た を てはならない。 し、 一 によ

る が 名 のときは 名 上とする。

の ち、その 上は の職を

の職 ら ない者でなければならない。

一

（一）生 の においては

生 上の においては

（ ）（一）の 業時数は の に

おいては  

において 業を い （

の と する）においては   

時 の においては、 業時

において出 する き生 の

を生 で した とする。

（ ） 業、 は工業に する において

は（一）の 、生 はそれ ご

とに の を しなければならない。

業 は に する 一 上

工業に する 上

（ ）（一）、（ ）の 、一 を えるごとに

上を しなければならない。

（ ） 時 の においては、（ ）（ ）に

ら 、 の と に て 要 を

えるものとする。

 特別の のあるときは、 の は、

その 分の一 の で、助 をも て

れに える とができる。

 の の 職員の は、

の 等 においては 上とし、生 が

を える は、 までを え

るごとに一 上を しなければならない。

時 の においては、 の に ら

、 要 の 職員をお なければならない。

 等 には、 、 、 職員、助

の 、 助手 生 の を る職員を

なければならない。

 助手の は、生 の

は 上とし、 を える は

を えるごとに一 上の で れを

しなければならない。

の 業、 は工業に する におい

ては、一 ごとに 上をお なければなら

ない。

時 の においては、 の に

ら 、 要 の 助手をお なければならない。 
 等 には、生 の を る職員一

上を き、その ち一 は の職を

の職 ら ない者でなければならない。

生 の を る職員は、 上の

をも 者のでなければならない。

 等 には の と の は

時 の を する は、 の は

時 の に を なければならない。

は の を け、 の は 時

の に関する を 、 職員を する。 
は、その の をも て れにあてる。

  
 は、 ろ で、 上、 生上

上 なものでなければならない。

 、 、 その の に する

は、 による。

 の の を く 等 の

の は、 の によらなくてもよい。

一  には、 に掲げる を え、

それらの は に されなければならな

い。 し、 を ない ある において

（生徒數）×（週當り授業時数）

40　　×　　15

（生徒數）×（週當り授業時数）

40　　×　　18



 

大学大学院教育学研究 教育 学論  年 

育上支 のないときは、一 の をもって

上に 用する とができる。

一 室、 室、 員室、 室

 の 室（ 室と特別 室の

は を てはならない。 し、 時

の においては、 の ではない。）

 室 その 本室

 、 、生 、 のそれぞれの 室、

本室 室

 室、 室、 室、工 室

それぞれの 室 室

 室、講 、 育

 員研究室

 室、 室

専 育に 要な の は、 による。

 等 には、 用、 育用

生用の 、 、 、 本、 、その

の を えなければならない。

の は、 上、 生上、 な

ものであ 、 に し されなければな

らない。

 の 室、 室 には、

一 の生 が同時に するに 要な の

その の を えなければならない。

 等 には、 の に い、

生上 要な を え、その は、 生

上 である とが されたものでなければな

らない。

 等 には、 の に 、

に 要な を えなければならない。

 において 業を 等 には、

生 に 、 要な を えなければ

ならない。

 において 業を 等 の

室 室の 上 の照度は、

を てはならない。

 等 には、なる く の を

なければならない。

一 生

 

 

 

 

  職員

 
 の は、 の ら、 れを

する。 
 時 の の をおく 等 を す

る は の の 、 に する の

による が 等 となる においては、

、 一 一 一 に す

る に いては、 年 一 ま

で、 一 ら までの による。 
の においては、 、 、

、 、

に する に いては、 年

一 まで、 れによらなくてもよい。 
一  一 の生 は、 とする。

し、工業に する においては、 れを

とする。 
 の は、 一 によ て ら

れた を てはならない。 し、 一 に

よる が 名 のときは 名 上とする。

の に ら 、特別の あるときは、

は、文 大 の を て、 に

する 員 を する とができる。 
一  
（一）生 の においては

生 を え、千 の

においては

生 千 上の においては

（ ）（一）の 、 業、 は工業に する

を く 等 においては、一 を

くものに いては 上、 上一

を えるごとに一 （工業に する

においては ） 上を しなければ

ならない。

（ ） 時 の においては、（ ）に ら

（生徒數）×（週當り授業時数）

50　　×　　15

（生徒數）×（週當り授業時数）

50　　×　　18

（生徒數）×（週當り授業時数）

50　　×　　20



及び の 案
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育上支 のないときは、一 の をもって

上に 用する とができる。

一 室、 室、 員室、 室

 の 室（ 室と特別 室の

は を てはならない。 し、 時

の においては、 の ではない。）

 室 その 本室

 、 、生 、 のそれぞれの 室、

本室 室

 室、 室、 室、工 室

それぞれの 室 室

 室、講 、 育

 員研究室

 室、 室

専 育に 要な の は、 による。

 等 には、 用、 育用

生用の 、 、 、 本、 、その

の を えなければならない。

の は、 上、 生上、 な

ものであ 、 に し されなければな

らない。

の 室、 室 には、

一 の生 が同時に するに 要な の

その の を えなければならない。

 等 には、 の に い、

生上 要な を え、その は、 生

上 である とが されたものでなければな

らない。

 等 には、 の に 、

に 要な を えなければならない。

 において 業を 等 には、

生 に 、 要な を えなければ

ならない。

 において 業を 等 の

室 室の 上 の照度は、

を てはならない。

 等 には、なる く の を

なければならない。

一 生

 

 

 

 

  職員

 の は、 の ら、 れを

する。

時 の の をおく 等 を す

る は の の 、 に する の

による が 等 となる においては、

、 一 一 一 に す

る に いては、 年 一 ま

で、 一 ら までの による。

の においては、 、 、

、 、

に する に いては、 年

一 まで、 れによらなくてもよい。

一  一 の生 は、 とする。

し、工業に する においては、 れを

とする。

 の は、 一 によ て ら

れた を てはならない。 し、 一 に

よる が 名 のときは 名 上とする。

の に ら 、特別の あるときは、

は、文 大 の を て、 に

する 員 を する とができる。

一

（一）生 の においては

生 を え、千 の

においては

生 千 上の においては

（ ）（一）の 、 業、 は工業に する

を く 等 においては、一 を

くものに いては 上、 上一

を えるごとに一 （工業に する

においては ） 上を しなければ

ならない。

（ ） 時 の においては、（ ）に ら

 

等学 の  

、 の と に て、 要 を

えるものとする。

（ ）（一）、（ ）の 、 業、 は工業に

する を く 等 においては、

に 要な の 員を なければなら

ない。

 には、少なくとも に げる を

えなければならない。 し、や をえない

ある において 育上支 のないときは、一

の をも て 上に 用する とができる。 
一 室、 室、 員室、 室 
 と同 上の 室 し、 時 の

においては、 の ではない。 
 室 
 室 
 室 室 

 専 育に 要な の は による。 
 その のや をえない によ

の に しない に して、

において、 等 として するのを と

た には、 は、 の に

ら 、 年 に に する を

える とを として、 れを する とがで

きる。 
によ された 等 の 者は、

年度の に、 の 度を に

しなければならない。 
一  
（一）生 数 の学 においては

（ ）生 数 を える学 においては

（ ） 業、 は工業に関する学 において

は（一） は（ ）のほ 、生 数

まで はそれを えて までを

えるごとに しなければならな

い。

 業 は に関する学  一 上

 工業に関する学   上

（ ）（一） は（ ） （ ）のほ 、一学

を えるごとに 上を しなければ

ならない。

（ ） 時 の においては、（ ） （ ）

に ら 、学 の と数に て

数を えるものとする。

   （ ）（一）（ ）の 業時数は

の においては 

の においては

   時 の （ の の を

く）においては、 業時 において出

す き生 の 数を生 数で

した数とする。

一  
（一）生 数 の学 においては

（ ）生 数 を え、 の学

においては

（ ）生 数 上の学 においては

   し、（ ）による数が のとき

は 上とする。

（ ）（一）（ ） は（ ）のほ 、 業、

は工業に関する学 を く 等学 にお

いては、一学 を くものに いては

上、 学 上一学 を えるごとに一

（工業に関する学 においては ）

上を しなければならない。

（ ） 時 の においては、（ ）に ら

、学 の と数に て、 数を

えるものとする。

（ ）（一） ら（ ）までのほ 、 業、

は工業に関する学 を く 等学 におい

ては、 に 要な 数の教員を な

ければならない。

   （ ）（一）（ ） （ ）のの

業時数は本 の（ ）に同 。

（生徒数）×（週当り授業時数）

40　　×　　15

（生徒数）×（週当り授業時数）

40　　×　　18

（生徒数）×（週当り授業時数）

50　　×　　12

（生徒数）×（週当り授業時数）

50　　×　　15

（生徒数）×（週当り授業時数）

50　　×　　18
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一 、 の生 一 た                 （ 平方 ） 
学 別    

を く 等学  平方  
 （ を まない） 
   
 
    

 
 平方  
（ し は、 
一 平方

を

てはならない） 

一 平方  
   
 
   

業に関する学 を く 等学  
に関する学 を く 等学  

工業に関する学 を く 等学  
業に関する学 を く 等学  
に関する学 を く 等学  

 
 業に関する学 の 生 一 た

 
  業 （ の を まない） 

      平方  
業         平方  

（ 本 を ） 
 平方  

業       平方  
・ 業    平方  

業       一 平方  
        平方  
      平方  

子 業       一 平方  
 

一 に 業の を く は専 教育を

とする学 にその専 の 業の を

く  
 1 業の  室、 、 工室、

室、  
 2 の  、 庫、 室、

室、 、 本室 
 3 工業の  工 室、 室、

室、 学 室、 室、

室 
 4 業の  記室、 工業 教室、

査 室、

教室 
         し 学の 室をも

て 工業 教室に

える とができる。 

 5 の  室、 室、 室、

室、 んたく室 
 業に関する学 の  

 特別教室 
   学 の関 教 の 研究のた に

要な特別教室、 本室 室 
   
  （一） 業  
   耕 関  室、 室、 業室、 室、

室、 室、 庫、

、 室 同付

室、 ・ 、 教室、

室、 室、 室、生

室 
   関  大 、 、 きん 、

室 室、

育す 室、 室、 、

室、 室、 室、  
   業 関  室 
   工関  工室、野 果 工室、

室、 室、 け 工

室、 室、 工室、

室、 室、 室、と

室、 室、 室、

室 
   業工 関  工室、 工室、 室、

室 
   を す は 室、 室、 室、

室 同 室 
  （ ） 業  

学 ごとに える き ・  

一一 平方  

平方  

平方  

一 平方  



及び の 案
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一 、 の生 一 た  （ 平方 ）

学 別

を く 等学 平方

（ を まない） 平方

（ し は、

一 平方

を

てはならない）

一 平方

業に関する学 を く 等学

に関する学 を く 等学

工業に関する学 を く 等学

業に関する学 を く 等学

に関する学 を く 等学

 業に関する学 の 生 一 た

業 （ の を まない）

    平方

業  平方

（ 本 を ）

平方

業 平方

・ 業  平方

業 一 平方

 平方

平方

子 業 一 平方

一 に 業の を く は専 教育を

とする学 にその専 の 業の を

く

1 業の  室、 、 工室、

室、

2 の  、 庫、 室、

室、 、 本室

3 工業の  工 室、 室、

室、 学 室、 室、

室

4 業の  記室、 工業 教室、

査 室、

教室

   し 学の 室をも

て 工業 教室に

える とができる。

5 の  室、 室、 室、

室、 んたく室

 業に関する学 の

特別教室

学 の関 教 の 研究のた に

要な特別教室、 本室 室

 

（一） 業

耕 関  室、 室、 業室、 室、

室、 室、 庫、

、 室 同付

室、 ・ 、 教室、

室、 室、 室、生

室

関  大 、 、 きん 、

室 室、

育す 室、 室、 、

室、 室、 室、

業 関  室

工関  工室、野 果 工室、

室、 室、 け 工

室、 室、 工室、

室、 室、 室、と

室、 室、 室、

室

業工 関  工室、 工室、 室、

室

を す は 室、 室、 室、

室 同 室

（ ） 業

学 ごとに える き ・

一一 平方

平方

平方

一 平方

 

等学 の  

 に関する学 の

学 ごとに える き ・

 工業に関する学 の

学 ごとに える き ・

 業 に関する学 の

学 ごとに える き ・

 に関する学 の

学 ごとに える き ・

 

一 に 業の をおく 、 は専 教育

を とする学 にその専 の 業の を

く

業の  室、 室、  
工業の  工 室、 室 

の  室、 室、 室 
の  、 本室、 室

（ 室と る と

が出 る） 
 業に関する学 の  

業  
    耕 関  室、 室、 業室、

室、  
    関  、 室、 ・育

す 室 
    工関  工室 
    業工 関  業工 室 
    関  室、 室、生  

室 
業  

学 ごとに える き ・  
 に関する学 の  
学 ごとに える き ・  

 工業に関する学 の  
学 ごとに える き ・  

 業に関する学 の  
学 ごとに える き ・  

 に関する学 の  
学 ごとに える き ・

等学 教員 員 出  
 在 

教員

数 

 
生

数 
教員 数 

生

数 
教員 数 

50 � � ��
5� � �2

2.8 
3 40 � � ��

�� � �5
2.2 

100  5.6 6 80  4.5 
150  8.4 9 120  6.8 
200  11.2 12 160  9.0 
250  14.0 13.5 200  11.3 
300  16.8 15 240  13.6 

350 � � ��
5� � �5 17.2 16.5 280  15.8 

400  18.1 18 320  18.1 
450  20.4 19.5 360  20.4 

500  22.6 21 400 � � ��
�� � �8 18.8 

550  24.9 22.5 440  20.6 
600  27.2 24 480  22.5 
650  29.4 25.5 520  24.4 
700  31.7 27 560  26.2 
750  34.0 28.5 600  28.2 

800 � � ��
5� � �8

30.2 
30 640  30.6 

850  32.1 31.5 680  31.9 
900  34.0 33 720  33.6 
950  35.8 34.5 760  35.7 

1000  37.7 36 800  37.6 
1050  39.6 37.5 840  39.4 
1100  41.5 39 880  41.3 
1150  43.4 40.5 920  43.2 
1200  45.3 42 960  45.1 
1250  47.2 43.5 1000  47.0 
1300  49.1 45 1040  48.8 
1350  51.0 46.5 1080  50.7 
1400  52.8 48 1120  52.8 

 1160  54.7 
 1200  56.6 
 1240  58.5 
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 1280  60.4 
 1320  62.3 
 1360  64.7 
 1400  66.1 

 

1 1980 182 。 
2 山 2012 81 。 
3 1999 248-316 。 
4 1947 年 3 17 付Conference Report by Monta L. 
Osborne（CIE Records Box.5363（3））, 1947 年 3
27 付 Weekly Report from Secondary Education Unit
（CIE Records Box.5753（1）） 
5 大照 1948 大 による 文。 
6 大 文 SS180-5-2-106（ 教育 研究 ）。 
7 1947 年 6 12 付 Weekly Report from Secondary 
Education Unit（CIE Records Box.5753（1）） 
8 等学 要 （ ・

・ ）、 等 員会分 会

に いて （ともに大 文 SS180-5-2-106（ 教

育 研究 ））、1947年6 5 付 Weekly Report 
from Secondary Education Unit（CIE Records Box.5753
（1）） 
9 1947 年 6 13 付Conference Report by Monta L. 
Osborne（CIE Records Box.5363（3）） 
10 大 文 SS180-5-2-107（ 教育 研究 ）。 
11 1947年12 30 付 Weekly Report from Secondary 
Education Unit（CIE Records Box.5753（1）） 
12 の文 には、 別記一 に関

する （ ）の に（別記 の ）があるが、

れは大 には まれていない。

ま 、文 としては 2 あ 、 れには別記一、

、 の 3 の が まれているとい とであ

る。 
13 の 3 の 別記 は 1 の用 にまと られ

ているが、大 では の文

としては挙げられていない。6 4 付の

の一 と されたものと られる。 
14 大 文 SS180-5-3-106 
15 大 文 SS180-5-3-110 
16 等学 員会  時

等学 （ 22.9.1）（SS180-5-3-107）、
業に関する学 業

等学 員会・工業分 会

等学 員会 業 関 学

分 員会 等学

員会 業分 会 等学

員会 分 会 等学

員会 分

業 関 学 等学

業関 学 関 学

等学 工業 等学

工業 工業関 学

工業関 学 （SS180-5-3-110）
等がある。 
17 等学 （ ） 、 を する

（ 育 出） 業関 学 ・ 関 学

に する文 等学

（ 22.7.30）（大 文

SS180-5-3-110）等がある。 

 

・ 等学 と教育

教育 36 、1980 年 7  
・ ・ ・ の成 文 、1999

年 
・ 山 介 教育 なき教育

山・福 研究会 教

育の を する 大 、2012 年 

 

・本 は、平成 27 年度 学研究 助

（ 支援、15H06572）の研究成果の一 で

ある。




